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子
ど
も
未
来
創
造
局
長　

 
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
認
定
等
に
関
す
る
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
一
月
十
九
日 

箕
面
市
教
育
委
員
会
教
育
長　

藤　

迫　
　
　

稔　

 

み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
認
定
等
に
関
す
る
要
綱 

（
趣
旨
） 

第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
地
域
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
の
環
境
を
整
備
し
、

子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
環
境
で
活
動
に
親
し
め
る
社
会
を
構
築
す
る
た

め
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
（
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
計
画
（
以
下
「
推

進
計
画
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
認
定
要
件
に
基
づ
き
、
箕
面
市
教
育
委
員
会
（
以

下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
等
に

関
し
、
推
進
計
画
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
申
請
） 

第
二
条　

み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
地
域
ク

ラ
ブ
」
と
い
う
。
）
は
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に

必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

団
体
規
約
等 

二　

役
員
名
簿 

三　

収
支
計
画
書
（
三
か
年
） 

四　

指
導
人
材
一
覧
表
（
様
式
第
二
号
） 

五　

企
画
提
案
シ
ー
ト
（
様
式
第
三
号
） 

六　

誓
約
書
（
様
式
第
四
号
） 

（
認
定
） 



第
三
条　

委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査

の
上
、
認
定
の
可
否
を
決
定
し
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
（
不
認
定
）
通
知

書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
更
新
の
申
請
） 

第
四
条　

前
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
地
域
ク
ラ
ブ
が
、
当
該
認
定
に
係
る
期

間
の
満
了
後
も
引
き
続
き
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
期
間
が
満
了
す

る
三
十
日
前
ま
で
に
、
第
二
条
に
規
定
す
る
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
申
請
書

に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

（
更
新
の
認
定
） 

第
五
条　

委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査

す
る
と
と
も
に
、
当
該
地
域
ク
ラ
ブ
の
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
活
動
実
績
等

（
従
前
の
認
定
に
係
る
認
定
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
の
上
、
更
新
の
認
定

の
可
否
を
決
定
し
、
第
三
条
に
規
定
す
る
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
（
不
認
定
）

通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
変
更
の
申
請
） 

第
六
条　

地
域
ク
ラ
ブ
は
、
第
二
条
の
認
定
（
第
四
条
の
更
新
の
認
定
を
受
け
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
）
を
受
け
た
後
に
、
当
該
認
定
に
係
る
申
請
書
（
第
二
条

各
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
含
む
。
）
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
変
更
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
委
員
会
へ

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
軽
微
な
変
更
と
認
め
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

（
変
更
の
認
定
） 

第
七
条　

委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査

の
上
、
変
更
の
認
定
の
可
否
を
決
定
し
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
変
更
認
定
（
不



認
定
）
通
知
書
（
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
地
域
ク
ラ
ブ
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
報
告
等
） 

第
八
条　

委
員
会
は
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
す
る

た
め
、
地
域
ク
ラ
ブ
に
対
し
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
地
域
ク
ラ
ブ

が
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

（
指
導
又
は
助
言
） 

第
九
条　

委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
地
域
ク

ラ
ブ
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
地
域
ク
ラ
ブ
に
対
し
、
適
切
な
指
導

又
は
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

　

一　

推
進
計
画
に
定
め
る
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
の
認
定
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。 

　

二　

推
進
計
画
に
定
め
る
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
お
け
る
安
心
・
安
全
の
取
組

方
針
が
遵
守
で
き
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

　

三　

法
令
又
は
団
体
規
約
等
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

　

四　

地
域
ク
ラ
ブ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

（
認
定
の
取
消
） 

第
十
条　

委
員
会
は
、
地
域
ク
ラ
ブ
が
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第
三
条
の
認
定
、
第
五
条
の
更
新
の
認
定
又
は
第
七
条
の
変
更
の
認
定
（
以
下
「
地

域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
」
と
総
称
す
る
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
、
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
を
受
け
た
と
き
。 

　

二　

前
条
の
指
導
又
は
助
言
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
改
善
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
。 

　

三　

地
域
ク
ラ
ブ
か
ら
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
の
取
消
し
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

２　

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

地
域
ク
ラ
ブ
に
対
し
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
認
定
取
消
通
知
書
（
様
式
第
八
号
）



に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
委
任
） 

第
十
一
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
認
定
等

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
箕
面
市
教
育
委
員
会
教
育
長
が
定
め
る
。 

附　

則 

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


